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(単位：円）
当初予算額

（A）
補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 横浜市より
0 0 0 0 0

65,000 0 65,000 217,400 -152,400
1,000 0 1,000 236,409 -235,409

印刷代 0 0 0 236,000 -236,000
自動販売機手数料 0 0 0 0 0
その他（預金利子） 1,000 0 1,000 409 591

12,066,000 0 12,066,000 12,453,809 -387,809

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

人件費 7,832,000 0 7,832,000 6,956,217 875,783
給与・賃金 7,127,000 0 7,127,000 6,336,410 790,590
社会保険料 486,000 0 486,000 448,204 37,796
通勤手当 194,000 0 194,000 158,760 35,240
健康診断費 7,000 0 7,000 6,843 157
勤労者福祉共済掛金 18,000 0 18,000 6,000 12,000

事務費 1,170,000 0 1,170,000 1,833,752 -663,752
旅費 20,000 0 20,000 5,320 14,680
消耗品費 400,000 0 400,000 684,513 -284,513
会議賄い費 50,000 0 50,000 50,000 0
印刷製本費 0 0 0 4,250 -4,250
通信費 200,000 0 200,000 153,278 46,722
使用料及び賃借料 60,000 0 60,000 21,548 38,452
備品購入費 270,000 0 270,000 683,030 -413,030 リソグラフ他

図書購入費 50,000 0 50,000 63,495 -13,495
施設賠償責任保険 69,000 0 69,000 68,830 170
職員等研修費 0 0 0 0 0
振込手数料 1,000 0 1,000 525 475
リース料 0 0 0 0 0
手数料 50,000 0 50,000 98,963 -48,963
その他 0 0 0 0 0

事業費 366,000 0 366,000 518,400 -152,400
自主事業費 301,000 0 301,000 301,000 0
自主事業企画費 65,000 0 65,000 217,400 -152,400

管理費 1,880,000 0 1,880,000 2,030,030 -150,030
光熱水費 1,020,000 0 1,020,000 485,338 534,662
清掃費 300,000 0 300,000 207,900 92,100
修繕費 330,000 0 330,000 1,331,463 -1,001,463 ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ設置工事他

機械警備費 0 0 0 0 0
設備保全費 230,000 0 230,000 5,329 224,671

空調衛生設備保守 0 0 0 0 0
消防設備保守 0 0 0 0 0
電気設備保守 0 0 0 0 0
害虫駆除清掃保守 30,000 0 30,000 398 29,602
その他保全費 200,000 0 200,000 4,931 195,069

共益費 0 0 0 0 0
公租公課 375,000 0 375,000 376,212 -1,212
諸費 23,000 0 23,000 92,606 -69,606
事務経費 420,000 0 420,000 420,000 0

12,066,000 0 12,066,000 12,227,217 -161,217

0 0 0 226,592 -226,592差引

収入合計

支出の部

科目

支出合計

自主事業収入（参加費）
雑入

平成２０年度　　師岡コミュニティハウス収支決算書

収入の部

科目

指定管理料
利用料金収入



平成20年度ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（学校施設活用型以外）利用状況(1) 施 設 名 　師岡コミュニティハウス

月別 開館日数 入館者数(人) 利用層別利用数(人)
(日) 男性 女性 合計 幼児 小学生 中学生 高校生 大学生等 一般(男性)一般(女性)65歳以上（男性）65歳以上（女性） 合計

４月 29 522 1,187 1,709 602 30 1 2 6 219 775 41 33 1,709
５月 30 844 1,496 2,340 574 26 3 3 1 387 1,014 192 140 2,340
６月 29 518 1,503 2,021 679 25 1 1 3 168 1,005 42 97 2,021
７月 30 716 1,956 2,672 962 68 14 4 3 232 1,229 82 78 2,672
８月 30 749 1,828 2,577 908 91 16 15 4 283 1,151 40 69 2,577
９月 30 696 1,997 2,693 962 49 6 6 0 236 1,323 58 53 2,693

上半期計 178 4,045 9,967 14,012 4,687 289 41 31 17 1,525 6,497 455 470 14,012
１０月 30 618 1,818 2,436 738 79 0 8 2 264 1,254 29 62 2,436
１１月 29 535 1,721 2,256 654 54 7 8 0 202 1,204 49 78 2,256
１２月 27 442 1,397 1,839 589 38 6 0 1 154 933 41 77 1,839
１月 27 565 1,537 2,102 611 27 6 3 2 219 1,125 48 61 2,102
２月 26 1,029 2,574 3,603 939 198 7 8 7 397 1,719 143 185 3,603
３月 30 838 2,081 2,919 944 88 1 6 2 296 1,421 68 93 2,919

下半期計 169 4,027 11,128 15,155 4,475 484 27 33 14 1,532 7,656 378 556 15,155

年間合計 347 8,072 21,095 29,167 9,162 773 68 64 31 3,057 14,153 833 1,026 29,167

月別 居住区別利用数(人) 時間帯別利用数(人) 部屋稼働率(%) 図書貸出 蔵書数
区内 区外 市外 合計 午前 午後 夜間 合計 午前 午後 夜間 冊数 　　　(冊)

４月 1,261 370 78 1,709 509 1,074 126 1,709 42% 29% 5% 《９月末》
５月 1,562 614 164 2,340 953 1,211 176 2,340 57% 48% 25%
６月 1,352 567 102 2,021 942 939 140 2,021 68% 52% 21% （内訳）

７月 1,853 712 107 2,672 1,310 1,186 176 2,672 80% 50% 28% ・児童対象

８月 1,756 697 124 2,577 979 1,384 214 2,577 53% 60% 28%
９月 1,724 846 123 2,693 1,243 1,201 249 2,693 76% 45% 38% ・一般対象

上半期計 9,508 3,806 698 14,012 5,936 6,995 1,081 14,012 63% 47% 24%
１０月 1,549 799 88 2,436 1,047 1,104 285 2,436 69% 54% 49% 《年度末》
１１月 1,476 698 82 2,256 1,105 1,019 132 2,256 76% 75% 30%
１２月 1,261 523 55 1,839 814 941 84 1,839 72% 63% 17% （内訳）

１月 1,204 801 97 2,102 945 1,016 141 2,102 78% 68% 14% ・児童対象

２月 2,319 1,130 154 3,603 1,827 1,681 95 3,603 83% 73% 22%
３月 1,891 898 130 2,919 1,374 1,386 159 2,919 80% 59% 28% ・一般対象

下半期計 9,700 4,849 606 15,155 7,112 7,147 896 15,155 76% 65% 27%

年間合計 19,208 8,655 1,304 29,167 13,048 14,142 1,977 29,167 70% 57% 26%
※入館者数の計は，利用層別利用数，居住区別利用数，時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は，会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。



平成20年度ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（学校施設活用型以外）利用状況(1)-1　【部屋稼働率別表】 施 設 名 師岡コミュニティハウス

月別 午前 午後 夜間 合計
全ｺﾏ数 稼働ｺﾏ数 ％ 全ｺﾏ数 稼働ｺﾏ数 ％ 全ｺﾏ数 稼働ｺﾏ数 ％ 全ｺﾏ数 稼働ｺﾏ数 ％

４月 45 19 42% 45 13 29% 39 2 5% 129 34 26%
５月 90 51 57% 90 43 48% 69 17 25% 249 111 45%
６月 87 59 68% 87 45 52% 72 15 21% 246 119 48%
７月 90 72 80% 90 45 50% 75 21 28% 255 138 54%
８月 90 48 53% 90 54 60% 75 21 28% 255 123 48%
９月 87 66 76% 87 39 45% 69 26 38% 243 131 54%

上半期計 489 315 63% 489 239 47% 399 102 24% 1,377 656 48%

１０月 90 62 69% 90 49 54% 75 37 49% 255 148 58%
１１月 87 66 76% 87 65 75% 66 20 30% 240 151 63%
１２月 81 58 72% 81 51 63% 66 11 17% 228 120 53%
１月 81 63 78% 81 55 68% 66 9 14% 228 127 56%
２月 81 67 83% 81 59 73% 60 13 22% 222 139 63%
３月 90 72 80% 90 53 59% 72 20 28% 252 145 58%

下半期計 510 388 76% 510 332 65% 405 110 27% 1,425 830 58%

年間合計 999 703 70% 999 571 57% 804 212 26% 2,802 1,486 53%



募集 延参加 徴収の 参加 一人当たり 参加費 委託料 参加者 １回 1教室 備考

人数 人数 有・無 人数 参加費 総額 支出総額 負担総額 1講師当り 講師謝金額 （共催団体・その他）

一般
成人

粋でモダンな布ぞうり 7 2 12 24 有 12 2,200 26,400 15,600 26,400 42,000
講師6,000
アシスタント

3,000
18,000

一般
成人

健康太極拳体験教室 8～9 5 20 100 有 20 1,000 20,000 34,075 20,000 54,075
講師6,000
アシスタント

3,000
45,000

一般
成人

パソコン入門講座
〈はじめての

Vista〉
9 2 10×2 20 有 20 500 10,000 22,000 10,000 32,500

講師6,000
アシスタント

3,000
24,000

幼児
小学
生

芸術の秋
みんなでアート

10 1 10 10 有 10 300 3,000 6,000 3,000 9,000 講師6,000 6,000

一般
成人

Vistaで作る私のＸ
'masカードと年賀

状
11,12 4 10 40 有 10 2,000 20,000 45,000 20,000 65,000

講師6,000
アシスタント

3,000
48,000

一般
成人

絵手紙体験講座 10,11,12 5 20 55 有 11 3,500 38,500 31,925 38,500 70,425 講師6,000 30,000

一般
成人

書道入門講座 11,12 6 20 132 有 22 2,000 44,000 18,000 44,000 62,000 講師6,000 36,000

一般
成人

ステンシルで飾る
すてきなカード

11 5 10 25 有 5 2,200 11,000 29,000 11,000 40,000 講師6,000 30,000

一般
成人

季節の折り紙 11,12 4 15 52 有 13 1,000 13,000 22,000 13,000 35,000 講師6,000 24,000

一般
成人

安らぎと元気の手
芸　　　モラ

11,12,1 5 10 45 有 9 3,500 31,500 25,500 31,500 57,000 講師6,000 30,000

全
世代層

平成２１年度
第１回　文化祭

2 ２日 無 1,190 0 0 51,900 0 51,900 0

計 503 217,400 301,000 217,400 518,900 291,000

平成  20 年度　自主事業報告書　

回数

事業名
（教室名）

募集
対象

　　　　　　　　施設名：　師岡コミュニティハウス

総経費

開催時期 自主事業経費 講師謝金

月

参加費　（収入）



（様式９）

施設名　師岡コミュニティハウス

№ 実施時期 内　　容 効　　果

1 H20.3.28

「神奈川新聞」の購読契約 一般来館者のために、まずはローカルの新
聞をロビーに備えることとした。
ラックに5日分を取り付け、1日ずつ更新して
いく。

季刊誌『横濱』のバックナンバー購入
【禁帯出の館内閲覧図書】
ただし、品切れ（絶版）もあり、入手可能の
号のみ。続刊は必ず購入していきたい。
当館には図書コーナーはなく、図書購入
費も限られているが、当館の来館者の安ら
ぎのひとときに「横濱」の貴重な情報を提
供したい。
個人の蔵書も若干加えていく。

時折の来館者に、関心を寄せられているよ
うすがうかがえる。

5 H20.10.3

館内の照明スイッチの増設（１個→４個）
館内の事務コーナー、ロビー、プレイコー
ナーの照明スイッチは１個で、すべてを点
灯、すべてを消灯の設備であったが、ワン
タッチで便利な反面、不要な部分の照明
の消灯ができない〔無駄〕があった。これを
改善し、事務コーナー、ロビー、プレイコー
ナーのそれぞれを個別に点灯、消灯がで
きるように、配線を調整し、スイッチを１個
から３個に増やした。
これに加えて、集会室３から集会室倉庫に
出入りする際に点灯できるように、照明ス
イッチを１箇所増設した。

プレイコーナー関連スペースの照明は、来
館者のご利用があるまでは、消灯の状態に
している。今後、どの程度の消費電力のマ
イナスにつながるかの経過をみることにす
る。
日曜日や祝日の17：00閉館後は、館長の
勤務日の場合、事務コーナーのみの点灯と
する。

鶴見区の隣接地域へも「師岡コミュニティ
ハウスだより」の回覧板方式を開始
鶴見区と接する地点にあるトレッサ横浜の
「師岡コミュニティハウス」は、これまで行政
区の違いだけで鶴見区の皆さまにはＰＲ
活動ができなかったが、このたび地元師
岡連合地区町内会長から鶴見区駒岡地
区連合町内会長への働きかけにより、鶴
見区の駒岡、獅子ヶ谷、二ッ池の町内会・
自治会皆さまにも「師岡コミュニティハウス
だより」を回覧板の形でご覧いただけるよう
になった。

4 H20.9.27

ただでさえ、師岡コミュニティハウスは、ト
レッサ横浜　南棟３階の大型電気店Ｎｏｊｉｍ
ａの左側の廊下を進んだ奥まった所にある
ために、場所がわかりにくいという状況にあ
る。
地元の師岡・樽町地区の居住者も、師岡コ
ミュニティハウスの所在地のわかりにくさを
報告される。このような状況をいかに克服し
て、地域の皆さまに気軽に来館していただ
けるかが課題であり、その意味で、師岡コ
ミュニティハウスだよりの回覧板とインター
ネット・ホームページを頼りとしたい。

サービス向上及び経費節減努力事項報告
様式８－1

3 H20.8.21

ロビーの歓談・飲食コーナー用に、ベ
ビーチェアを３脚設置
幼児同伴の母親に"ベビーチェアはありま
せんか？"という問いかけがあったので、
当館のスタッフやインターネットに情報を
得て、業者に発注し、ロビーに3脚のベ
ビーチェアを置くことができた。

喜んで利用していただいている。
使用後も、元の位置にきちんと戻していた
だいている。よい買い物となった。

2 H20.6.4



（様式９）

施設名　師岡コミュニティハウス

№ 実施時期 内　　容 効　　果

集会室1,2,3のドアのガラスの取替工事
〔曇りガラス→透明ガラス〕
集会室の出入口のドアは、当初から曇りガ
ラスの施工で、部屋の内部が視通せない
状況であった。このことは、管理する当館
としても各団体の活動のようす観察し、把
握する必要上、不都合であり、また、一般
来館者も集会室の活動のようすを、ドアを
開けずに垣間見ることができない不便さが
あった。

各部屋の活動のようすを、ドアを開けずに
垣間見ることができることは、管理上も安堵
する思いであり、（経費の節減を逆行する形
とはなったが）本来のあり方をもたらすことが
できたと考える。

H20.11.56

様式８－1

サービス向上及び経費節減努力事項報告



（様式５）

施設名： 　師岡コミュニティハウス

No. 委託期間 委　託　内　容 金　　額 業　者　名

1
Ｈ20.3.27
～Ｈ25.3.31

定期清掃
奇数月に実施

￥207,900.- 株式会社トヨタエンタプライズ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平成２０年度　委託内容一覧



（様式６）

施設名： 　師岡コミュニティハウス

No. 修繕年月日 修　繕　箇　所 金　　額 業　者　名

1 　Ｈ20.6.13
ロビー壁面へのﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ
の取付工事

41,013 株式会社テーブルワン

2 　Ｈ20.10.3

館内の照明設備のスイッチ
増設工事（ロビー内１個→３

個）
（集会室倉庫　１個→２個）

102,900 株式会社トヨタエンタプライズ

3 　Ｈ20.11.5
集会室１，２，３のドアの
ガラスの取替工事
（曇りガラス→透明ガラス）

157,500 株式会社トヨタエンタプライズ

4 　Ｈ21.1.27 複写機のｷｰｶｳﾝﾀｰの改良 32,550 獅子王株式会社

5 　H21.3.31 パーテーション工事 997,500 シマソービ

6

7

8

9

10

1,331,463

平成２０年度　修繕一覧

修繕費合計



（様式７）

施設名：

No. 品名 メーカー・型番等 単価 購入数 購入金額
（単価×購入数）

購入月日

1 掃除機 日立ＣＶ－ＰＫ７ 16,800 3 50,400 H20.5.15

2 掃除機 日立ＣＶ－ＰＫ７ 16,800 1 16,800 H20.6.7

3
インクジェットプリンタ
一式

エプソンＰＭ－Ｇ８６０ 15,860 1 15,860 H20.8.2

4 ホワイトボード ＬＩＯＮ ＳＷ－１６１１ 35,490 1 35,490 H20.8.28

5
ｽﾀｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ用
収納台車

ＬＩＯＮ ｔ－１５
504-06

25,830 1 25,830 H21.1.20

6
輪転印刷機
リソグラフ

理想科学株式会社
ＲＺ４３０
架台付き

538,650 1 538,650 H21.2.3

7 0

8 0

9 0

10 0

683,030

平成２０年度　備品購入一覧　

備品購入費合計

　師岡コミュニティハウス



横浜市師岡コミュニティハウス委員会会則 

 
（設 置） 
第１条 横浜市師岡コミュニティハウス委員会（以下「委員会」という。）を設置し、事務

局を横浜市師岡コミュニティハウス（以下「コミュニティハウス」という。）内に

置く。 
 
（目 的） 
第２条 委員会は、次条の業務を行うことにより、コミュニティハウスが適切に運営され

るよう支援することを目的とする。 
 
（業 務） 
第３条 委員会は、次の事項について、横浜市師岡コミュニティハウスの指定管理者（以

下「指定管理者」という。）からの提案及び報告を受けて協議し、必要な意見を述

べ、コミュニティハウスが地域住民及び利用者の立場に立って運営されるよう支

援する。 
（１） コミュニティハウスの使用要綱に関すること 
（２） 自主事業の事業計画及び実施報告に関すること 
（３） その他コミュニティハウスの利用に関すること 
 

（組 織） 
第４条 委員会は次の者をもって構成する。 
（１） 地域の連合町内会、自治会町内会及び各種団体の代表 
（２） 地域の小学校、中学校の代表 
（３） 公募による利用者（市民）及び利用団体の代表 
（４） その他委員会が必要と認めた者 
２ 委員会の委員総数は 20 名以内とする。 
 

（委員の選出） 
第５条 第４条第１項１号に規定する組織は、地域内の団体の推薦により決定する。 
 
（委員の任期） 
第６条 委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 
 ２ 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
 ３ 任期満了後の委員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。 



 
（役 員） 
第７条 委員会に次の役員を置く。 
 （１）会長    １名 
 （２）副会長   １名 
 ２ 前項に規定する役員は、委員の中から互選により選出する。 
 ３ 役員の任期は、委員の任期と同じとする。ただし、再任を妨げない。 
 
（役員の職務） 

第８条 会長は委員会を代表し、会務を掌理する。 
 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合はその職務を代理する。 
 
 （会 議） 
第９条 会長は業務を遂行するために会議を随時開催する。 
 ２ 会議は会長が招集し、議長となる。 
 ３ 会議は委員数の過半数の委員の出席をもって成立する。 
 ４ 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
 ５ 委員はやむを得ない理由により委員会に出席できないときは、書面をもって表決に

参加することができる。この場合において当該委員は前項の出席委員とみなす。 
 ６ 議長は、必要があると認める場合は、委員の他に関係者の会議への出席を求め、意

見を聞くことが出来る。 
 
 （会則の改正） 
第１０条 この会則は委員総数の過半数の委員の賛成をもって改正することができる。 
 
附 則 
 （施行期日） 
 １ この会則は、平成２０年３月６日から施行する。 
 ２ 委員会設立当初の委員の任期は、第６条第１項の規定に関わらず、平成２２年５月  
   ３１日までとする。 
  
 
 
 



平成 20 年度師岡コミュニティハウス委員会 議事録 

 
日時： 平成２０年１１月２２日（土） １４：３０～１６：００ 
会場： 師岡コミュニティハウス 集会室 

 
出席者： 横溝 茂、中山 彪 、鈴木 光男、鈴木 大成、八木 美鈴、小山 由美子、 

敷田 有子、川松 恭治 
小原 勝康（地域振興課 区民施設担当係長）、 
新井 亘（港北区区民利用施設協会 事務局長）、 

        時吉 藤夫（館長）、村木 いづみ、吉田 佐和子（コミュニティスタッフ） 
以上   出席者 １３名  欠席者 ５名 

司会進行： 時吉 藤夫                 記録； 吉田 佐和子 
 
１ あいさつ  師岡コミュニティハウス委員会 会長  横溝  茂 

区役所 区民施設担当係長       小原 勝康 
        港北区区民利用施設協会 事務局長   新井  亘 
 
２ 業務報告  

○ 師岡コミュニティハウスの職員構成（資料参照） 
・ 経費節減のため、主に師岡町在住者から採用されている。 
・ 夜間スタッフ１名が、今年度で退職のため、来年度１名を新規雇用する。 

○ 「師岡コミュニティハウスの運営方針」（資料参照） 
 ・ 利用者に親しまれ、快適にご利用いただけるような施設となるよう努める。 
○ 開館以来の利用状況 
 ・ 他の地区センターと異なって４時間区分となっている。 
 ・ 個人、団体利用来館者数、集会室の稼働率、登録団体数、ジャンル別団体数（資料参照） 
 ・ 「区民利用施設の設置趣旨」にそぐわない活動状況が感じられる団体責任者と面談し、問題 

の趣旨を伝え今後の利用をお断りした。団体登録抹消、 
〔営利目的、不特定多数による活動、主宰者の主導による活動及び予約手続〕 

 ※ 当施設は、３部屋を仕切って使用する構造となっているため、「音楽活動団体」や「音の出

る活動団体」どうしが同時利用にならないよう配慮している。 
※ 予約については、２ヶ月先の「利用許可申請書」の「事前預り制度」を実施している。 

○ 「平成２０年度 第１回 文化祭」の開催について・応募要項 
＊ 来年２月１４日（土），１５日（日）初めての文化祭を開催予定（資料参照） 

参加団体募集を１２月１４日（日）まで受け付け。 
会長 横溝氏より「委員会としてできるだけ手助けをお願いしたい」との意見があった。 

○ サービス向上及び経費節減努力事項、苦情対応事項報告（資料参照） 
     
 



３ 話題及び課題 

○ 師岡コミュニティハウスからの情報発信の状況（館長 時吉） 
   ・ ＰＣにホームページを開設した。  
   ・ 「師岡コミュニティハウスだより」を月例で発行し、地域に回覧板方式で配布している。 
     トレッサ横浜が、港北区と鶴見区の境界に位置するので、鶴見区の駒岡、獅子ヶ谷の一部の 

町内会・自治会にも回覧していただいている。                        

○ 師岡コミュニティハウスの施設構造上の課題（会長 横溝） 
   ・ プレイコーナーでの子どもの声や、物音が館内に響き渡り、事務室内で電話の声が聞き取 

りにくかったり、集会室で活動中の団体に影響が及んだりしているので、間仕切り（パーテ 
ーション）の設置を考慮中である。経費は、およそ 100 万円ぐらい。 

・ パーテーションをすることで消防法がからんでくるので、スプリンクラーの増設も必要と

なる。他の施設で老朽化しているところもあり、利用者のサービス向上を考え優先順位を

決め検討中である。（区役所 小原） 
 ○ 師岡コミュニティハウス委員会の委員について（会長 横溝） 
   ・ 来年 5 月に委員会開催予定。 
   ・ 樽町連合町内会長に運営委員会に入っていただくことを承諾してほしい。 

・ 隣接の鶴見区の駒岡、獅子ヶ谷（鶴見区）会長については、今後検討する。 
以上 



港北区区民利用施設協会経理規程 

制定 平成１１年４月１４日 

第１章 総 則 

（目的） 

第 １ 条 この規程は、港北区区民利用施設協会の経理の基準を定め、財務管理及び予算

を適正に執行することを目的とする。 

（会計処理の基準） 

第 ２ 条 協会の会計に関しては、法令及び規約に定めるもののほか、この規程の定める

ところによる。 

第 ３ 条 協会の会計は、その事業活動及び財政状態を明らかにするために、会計処理を

行うにあたり、複式簿記の原則により、整然かつ明瞭に記録し、計算しなければならな

い。 

（経理事務の範囲） 

第 ４ 条 この規程において、経理事務とは次の各号に掲げる事項をいう。 

 （1）予算及び決算に関する事項 

 （2）会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項 

 （3）金銭の管理に関する事項 

 （4）契約に関する事項 

 （5）債権債務の管理に関する事項 

 （6）物品等の管理に関する事項 

（7）税務に関する事項 

（会計年度） 

第 ５ 条 協会の会計年度は、協会規約第１８条の規程により、毎年４月１日に始まり、

翌年３月３１日に終わる。 

（年度所属区分） 

第 ６ 条 協会の収入及び支出の年度所属区分は、その原因である事実の発生した日の属

する会計年度による。ただし、これにより難い場合は、その原因である事実を確認した

日の属する会計年度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、光熱水費等その原因である事実の発生した期間が２年度に

わたるときは、支払日の属する会計年度とする。 

（会計職員） 

第 ７ 条 協会は第４条に規定する経理事務を行うため、次の各号に掲げる会計職員を置

く。 

 （1）会計責任者 

 （2）出納責任者 

 （3）経理担当職員 
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２ 会計責任者は事務局長をもって充て、第４条に規定するすべての事務を総括する。 

３ 出納責任者は、施設長を置く施設にあっては施設長をもって充て、施設長を置かない

施設にあっては事務局長が兼任し、会計責任者の命を受けて、金銭の出納及び保管並び

に物品の出納及び保管に関する事務を行うものとする。 

４ 経理担当職員は、事務局においては事務局職員、施設にあっては副館長、副館長のい

ない施設にあっては、出納責任者の指定した者とし、出納責任者の命を受けて、その事

務のうち所管の部署に属する金銭の出納及び保管並びに物品の出納及び保管に関する事

務を行うものとする。 

（会計単位） 

第 ８ 条 協会の会計は、これを一般会計及び特別会計に区分して整理する。 

２ 特別会計は、特定の事業を行うため、特定の収入をもって特定の支出に充てる場合に

設けることができる。 

３ 会長は、特別会計を設ける場合は、理事会の議決を得なければならない。また、廃止

する場合も同様とする。 

   

  第２章 予 算 

（予算の基準） 

第 ９ 条 協会の予算は、事業計画の確立と事業の円滑な運営を図る目的をもって、収入

予算については、収入を適正かつ厳正に確保するとともに、支出予算については、最小

の経費でその目的を達成し、かつその効果を発揮するように努めなければならない。 

２ 協会の収入及び支出は、すべてこれを予算に計上しなければならない。 

（予算の編成） 

第１０条 会長は、毎会計年度ごとに予算を作成し、理事会の議決を得なければならない。 

２ 予算は、会計単位ごと編成し、予算科目は収入支出とも大・中・小に区分しなければ

ならない。 

３ 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費として相当と認める金額をあ

らかじめ支出予算に計上することができる。 

（補正予算） 

第１１条 予算の成立後に生じた事由により、予算に変更を加える必要があるときは、会

長は補正予算を作成し、理事会の議決を得なければならない。 

（予算の執行及び流用） 

第１２条 予算の執行は、予算の範囲内で行う。ただし、収入についてはこの限りでない。 

２ 会長は執行上やむを得ない場合に限り、予算を流用することができる。予算の流用を

行った場合は、理事会に報告しなければならない。 

（収入予算の執行） 

第１３条 収入予算の執行をするときは、収入伝票をもって決裁を受けなければならない。 

（支出予算の執行） 
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第１４条 支出予算の執行をしようとするときは、あらかじめ支出伺をもって、決裁を受

けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

 （1）給与（本協会就業規則－常勤職員用、菊名コミュニティハウス職員用－第３３条に

規定するものをいう。） 

 （2）賃金（本協会就業規則－時給職員用第２６条に規定するものをいう。） 

（3）社会保険料（厚生年金保険料、健康保険料、児童手当拠出金、雇用保険料及び労災

保険料） 

 （4）旅費 

 （5）光熱水費、電話代等の公共料金で銀行口座からの自動引き落とし手続きをした経費

の支出。 

 （6）第２８条第２項に規定する小口現金により、支出するとき。 

２ 前項の決裁は、次の区分により行われる。 

１件 10 万円未満は館長決裁、10 万円以上 500 万円未満は事務局長決裁、500 万円以上

は協会会長決裁。 

３ 支出伺には、見積書を添付しなければならない。 

４ 前項において、契約の性質上、見積書を添付することが適当でない場合にはその支出

の内容を説明する資料を添付しなければならない。 

５ 支出伺の首標金額を訂正するときは、出納責任者が訂正しなければならない。 

６ 支出伺には、支出予算を差し引いたことを示す支出伺ナンバーを記録しなければなら

ない。 

（支出予算の配付） 

第１４条の 2 会計責任者は、出納責任者に支出予算を執行させようとするときは、予算の

範囲内で出納責任者に対し、支出予算を配布しなければならない。 

 

  第３章 勘定科目及び帳簿 

（勘定科目） 

第１５条 勘定科目は、別に定める 

（帳簿及び伝票） 

第１６条 各会計単位においては、次の各号に掲げる会計帳簿を備え、すべての取引を記

入しなければならない。 

 （1）主要簿 

   ア 総勘定元帳 

   イ 仕訳伝票 

 （2）補助簿 

   ア 予算差引簿 

   イ 補助元帳 

   ウ その他会計に関し必要な帳簿 
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  第４章 出 納  

（会計処理） 

第１７条 会計の取扱いは、帳簿会計方式とする。 

２ すべての取引の帳簿整理は、伝票によって行うものとし、補助簿に記載する場合も伝

票に基づいて行うものとする。 

３ 発行する伝票には証拠書類を添付し、出納責任者の承認印を受けなければならない。 

（取引金融機関） 

第１８条 協会が金融機関との取引を開始し、又は終了しようとするときは、出納責任者

の承認を得なければならない。 

（収入の扱い） 

第１９条 金銭の収納は、収入に係わる関係書類に基づいて行わなければならない。 

２ 収納した金銭は速やかに、金融機関に預け入れなければならない。 

（戻入の扱い） 

第２０条 支出の過誤払となった金銭又は返納金及び前金払の残額は、その支出を行った

科目に戻入しなければならない。 

（支出の原則） 

第２１条 支出は協会の債務が確定し、支払義務が発生した後に、正当な債権者のために

行うものとする。ただし、前金払をしようとする場合はこの限りでない。 

（支出の扱い） 

第２２条 金銭の支払は、当該経費の支出に係る執行伺、支出伺書、債権者の請求書その

他支出の根拠を証する書類等に基づいて行わなければならない。 

２ 出納責任者は、前項の書類を照合、審査し、支払金額及び支払内容に誤りがないこと

を確認した上で金銭の支払を行わなければならない。 

３ 金銭の支払方法は、次の各号に掲げる場合を除き、原則として債権者の預金口座へ振

込みにより行うものとする。 

 （1）第２８条に規定する小口現金をもって支払う経費 

 （2）慣習上現金をもって支払うこととされている経費 

（請求書） 

第２３条 前条第１項に規定する請求書には、債権者に次の各号に掲げる事項を明瞭に記

載させなければならない。 

 （1）請求金額、その内容及び算出基礎 

 （2）債権者の住所及び氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名） 

 （3）請求年月日及び請求印（法人にあっては、社印及び代表者印） 

２ 前項 3 号に規定する請求印は、契約書及び見積書と同一の印でなければならない。た

だし、第１４条第１項の各号に規定するものについては、この限りでない。 

３ サインを慣習とする外国人の自署は、前 2項に規定する請求印と見なす。 
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４ 請求書の請求金額以外の記載事項については、請求印をもって訂正することができる。 

（支払理由書等） 

第２４条 前条に規定する請求書を債権者に提出させることが困難なものについては、支

払理由書をもってこれに代えることができる。 

２ 前項に規定する支払理由書には、金額、算出基礎、支払事由、債権者住所氏名等を明

記し、出納責任者が記名押印しなければならない。 

３ 第２２条から第２４条第１項までの規定にかかわらず、次の掲げるものについては、

請求書に代えるものとする。 

 （1）給与及び社会保険については、支払内訳書 

 （2）旅費ついては、出張簿の写し又は旅費請求内訳書 

 （3）第２９条に規定する自動口座振替払を行うときは、公共料金事業者からの検針票口

座振替払通知書及びこれらに準じるもの 

（領収書の徴収） 

第２５条 金銭の支払を行った場合は、請求書と同一の記名押印または署名のある領収書

を徴しなければならない。ただし、第２２条第３項に規定する口座振込による支払を行っ

た場合は、取扱金融機関の受領書をもって債権者の領収書に代えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、祝金、見舞金、香華料等やむを得ない事由により、領収書

を徴することができないものは、その支払が正当であることを証明した支払証明書によっ

て領収書に代えることができる。 

３ 前項に規定する支払証明書には、支払金額、支払事由、支払先及び支払年月日等を明

記し、出納責任者の確認印を受けなければならない。 

４ 第１項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、領収書又は領収

印に代えるものとする。 

 （1）第２８条に規定する小口現金による支払いについては、レジスターによって発行さ

れる金銭の受領事実を証明する書類 

 （2）第２９条に規定する自動口座振替払については、公共料金事業者からの口座振替払

済通知書及びこれに準じるもの 

（戻出の扱い） 

第２６条 収入の過誤納となった金銭は、その収入を行った科目から戻出しなければなら

ない。 

（前金払） 

第２７条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 

 （1）定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料 

 （2）機器リース料及び委託費のうち前金払を必要とする経費 

 （3）その他会計責任者が特に必要と認める経費 

（小口現金） 

第２８条 会計責任者は、小口の経費支払に充てるため、出納責任者に 10 万円を限度とし
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て現金を保管させることができる。 

２ 小口現金は １件 2 万円を限度額として、第２２条第１項に規定する支出の扱いによ

りがたい経費の支払に充てることができる。ただし、祝金、見舞金、香華料の限度額につ

いては、この限りでない。 

３ 第２２条から第２５条までの規定にかかわらず、前項の支払については、支払先から

の領収書又は支払を証明する書類のみを徴することとする。この場合において、領収書又

は支払を証明する書類は、その支払内訳を明らかにしなければならない。 

４ 出納責任者は、小口現金受払簿を備えて小口現金の受払を明らかにしておかなければ

ならない。 

５ 出納責任者は、小口現金とその他の現金とを混同してはならない。 

（自動口座振替払） 

第２９条 第２１条及び第２２条の規定にかかわらず、公共料金の支払については 自動

口座振替払を行うことができる。 

２ 公共料金事業者及び取引金融機関に自動口座振替払を申し込むときは、会計責任者の

承認を受けなければならない。 

３ 出納責任者は自動口座振替払を行う公共料金事業者から検針票、口座振替払通知書及び

これらに準じるものが送付されたときは、速やかに仕訳伝票を起票しなければならない。 

（月次報告） 

第３０条 会計責任者は、毎月末日において試算表を作成しなければならない。 

２ 会計責任者は、前項の試算表作成にあたり 総勘定元帳の金額に基づいて関係帳簿と

照合し、記入の正確を確認しなければならない。また、預金についても、取引金融機関の

残高と照合、確認しなければならない。 

  

  第５章 契 約 

（契約の原則） 

第３１条 協会における売買、賃貸、請負、その他の契約（以下「契約」という）に関し

ては、法令、規約、規程又は予算の定めるところに従い、会長が締結しなければならない。 

２ 契約の期間は、当該年度を越えて契約することができない。ただし、性質上会計年度

を越えざるを得ないときはこの限りでない。 

（契約の締結方法） 

第３２条 契約を締結しようとするときは、契約に必要な事項を示し、２人以上の者から

見積書を徴さなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこのかぎりでな

い。 

 （1）１件 10 万未満の契約をする場合 

 （2）契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。 

 （3）災害の発生などにより緊急を要するとき。 

（契約書の作成） 
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第３３条 会長は、契約の相手先が決定したときは、契約書を作成し、契約の目的、契約

金額及び履行期限等に関する事項ほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない｡

ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項については、この限りでない。 

 （1）契約履行の場所 

 （2）契約期間 

 （3）契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

 （4）前金払及び部分払いの方法 

 （5）賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更又は契約内容の変更 

 （6）監査及び検査 

 （7）契約に関する紛争の解決方法 

 （8）その他必要な事項 

２ 前項の規定により、契約書を作成するときは、会長は契約の相手方とともに契約書に

記名押印しなければならない。 

（契約書の省略） 

第３４条 前条第１項の規定にかかわらず、契約金額が 100 万未満の契約をするときは契

約書の作成を省略することができる。 

２ 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約履行に必要な要件

を記載した見積書、請書その他これらに準じる書類を徴さなければならない。 

（検査） 

第３５条 会長は、請負契約、物品の買入等の契約について履行の届出があったときは、

職員に検査を行わせるものとする。 

 

  第６章 決 算 

（決算） 

第３６条 会長は、会計年度末日において決算整理をし、年度終了後２ヵ月以内に次に掲げ

る書類を作成し、監事の監査を経て理事会の承認を受けなければならない。 

 （1）貸借対照表 

 （2）収支計算書 

 （3）財産目録 

 

  第７章 物品等の管理 

（物品の分類） 

第３７条 物品は、次の各号に掲げる区分により、分類しなければならない。 

 （1）備品 定価が 15,000 円以上のもので、かつ耐用年数が１年以上のもの。ただし 

図書については、定価が 8,000 円以上のもの。 

  （2）消耗品 前項に掲げる物品の分類に属さないもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、区との委託契約書等で別段の定めがある場合は、その例によ
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る。 

（現物管理） 

第３８条 出納責任者は、備品台帳等を備え備品の出納に関する事実を記載しなければなら

ない。ただし、施設の図書コーナー等の図書については、別に管理する。 

２ 出納責任者は、郵便切手及びはがきの管理については 管理簿を備えてその受払いを明

らかにしなければならない。 

（寄付の受納） 

第３９条 出納責任者は、金銭及び物品の寄付の申し込みがあった時は、次の事項を記載し

た調書を作成し、伺書をもって会長の承認を受けなければならない。 

  （1）寄付者の氏名及び住所 

  （2）金額又は物品の品名、数量 

  （3）受け入れについての意見 

 

  第８章 税 務 

（税務の範囲） 

第４０条 本章において税務とは、協会の税金申告及び納付に関する業務をいう。 

（税務の原則） 

第４１条 税務は、税務関係法令を適正に解釈適用し、適正な納税額の申告及び納税を行う

ものとする。 

２ 税務に関係する会計その他の処理については、適正かつ良好な納税条件を維持するため

に、遣漏のないように留意しなければならない。 

 

（補則） 

第４２条 この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

   

附則 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 
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港北区区民利用施設協会就業規則 

常勤職員用 

制  定 平成８年１１月１３日 

最近改正 平成２０年３月１９日 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規則は、港北区区民利用施設協会（以下「協会」という。）と職員が相互信頼の上に立

ち，秩序を維持し業務の円滑な運営を図り、もって協会の発展並びに職員の地位及び労働条件の向

上を図ることを目的として定める。協会及び職員は、この規則を遵守し、ともに協力して協会の社

会的使命を達成することに努めなければならない。 

２ 職員の労働条件、就業などに関する事項は、この規則及び関係諸規定のほか、労働基準法（以下

「労基法」という。）その他の法令の定めるところによる。 

 （適用の範囲） 

第２条 この規則は、次の職員に適用する。その他の職員については別に定めるところによる。 

 (1) 協会事務局職員 

  (2) 地区センタ－館長 

 (3) 地区センタ－副館長 

 (4) コミュニティハウス・スクール館長 

  (5) 菊名コミュニティハウス館長 

 (6) 菊名コミュニティハウス副館長 

 (7) 師岡コミュニティハウス館長 

  （規則遵守の義務） 

第３条 協会は、この規則に基づく労働条件により職員を就業させる義務を負い、職員の国籍，信 

条、性別、社会的身分を理由として、不合理な差別的取扱いをしてはならない。 

２ 職員は、勤務に際しては職務上の責任を自覚し、誠実にこれを遂行しなければならない。 

 

第２章 採用 

 （採用） 

第４条 職員は理事会が選考し、会長が任命する。 

２ 前項の選考は、職務を遂行するために必要な能力、適性などを判定して行う。 

３ 協会が管理する区民利用施設の運営委員会は、当該施設の職員を採用する場合には、採用すべ 

き職員を推薦することができる。 

 （選考時の提出書類） 

第５条 協会に採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

 (1) 自筆の履歴書 

  (2) 写真（３ヶ月以内に撮影したもの） 

 （採用時の提出書類） 

第６条 新たに採用された者は、協会の指定する日時までに、次の書類を提出しなければならない。 

 ただし、選考の際、既に提出してあるものはこの限りではない。 
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 (1) 住民票記載事項の証明書 

  (2) 誓約書 

  (3) 通勤の方法 

  (4) 前職のあった者は，厚生年金被保険者証及び雇用保険被保険者証 

  (5) 給与所得の扶養控除申告書 

  (6) 採用の年に給与所得のあった者は，源泉徴収票 

  (7) 健康保険被扶養者届 

  (8) その他協会が必要とする書類 

 （労働条件の明示） 

第７条 協会は、職員の採用にあたっては、雇入通知書を交付することにより、労働時間、賃金な 

どにかかわる諸労働条件を明示する。 

 （記載事項の変更届） 

第８条 職員は，第６条の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに文書をも 

って届けなければならない。 

 

第３章 勤務 

第１節 勤務時間，休憩時間及び休日 

（勤務時間） 

第９条 職員の所定労働時間、各日の始業及び終業時刻は次のとおりとする。 

 (1) 所定労働時間 

  ア 協会事務局職員                                    １日７時間，１週５日勤務 

  イ 地区センタ－館長及び副館長並びに菊名コミュニティハウス館長及び副館長 

  月曜日から土曜日   １日７時間 

                   日曜日、祝日及び休日 １日７時間３０分 

                             １週５日勤務 

    ただし、週の所定労働時間が３５時間となるよう、日曜日及び祝日以外の日の労働時間を 

    ３０分短縮した就業時間割を１か月単位に、あらかじめ、定めるものとする。 

  ウ コミュニティハウス・スクール館長及び師岡コミュニティハウス館長          

１日７時間，１週５日勤務 

   

                                                          

  (2) 始業及び終業時間 

  ア 協会事務局職員                                                                   

 曜    日 勤務形態 始業・終業時刻  

 月曜日から 早番 午前８時45分・午後４時45分  

 金曜日まで 遅番 午前９時15分・午後５時15分  
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  イ 地区センタ－館長及び副館長並びに菊名コミュニティハウス館長及び副館長             

                                          

 曜    日 勤務形態 始業・終業時刻  

 月曜日から 早番 午前８時45分・午後４時45分  

 土曜日まで 遅番 午後１時15分・午後９時15分  

 日曜日・祝日  午前８時45分・午後５時15分  

 

  ウ コミュニティハウス・スクール館長及び師岡コミュニティハウス館長                     

                                      

 勤務日数 勤務形態 始業・終業時刻  

 週５日 早番 午前９時・午後５時  

  遅番 午後１時・午後９時  

 

 （休憩時間） 

第10条 休憩時間は１時間とする。 

２ 休憩時間は自由に利用することができる。 

 （休日） 

第11条 休日は、次のとおりとする。 

  (1) 協会事務局職員 

  ア 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に 

  規定する休日 

  イ １２月２９、３０、３１日、１月１、２、３日 

  ウ その他協会が休日と定めた日 

  (2) 地区センタ－館長及び副館長 

  ア 協会があらかじめ定める１週ににつき２日の日 

  イ １２月２８、２９、３０、３１日、１月１、２、３、４日 

  ウ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（１月１日 

  を除く。）をはさんで前４週間後８週間以内で協会が定める日 

  エ その他協会が休日と定めた日 

 (3) 菊名コミュニティハウス館長及び副館長、並びにコミュニティハウス・スクール館長及び師

岡コミュニティハウス館長 

  ア 協会があらかじめ定める１週につき２日の日 

  イ １２月２９、３０、３１日、１月１、２、３日 

  ウ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（１月１日 

  を除く。）をはさんで前４週間後８週間以内で協会が定める日 

  エ その他協会が休日と定めた日 

  

 （休日の振替） 

第12条 協会は，業務の都合その他必要ある場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。 
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２ 休日を振り替える場合は、原則として前４週間後８週間以内の特定日を振替休日として指定する。

ただし、休日は、８週間を通じ１６日を下回ることはない。 

 （育児時間） 

第13条 生後満１年に達しない乳児を育てる職員が、あらかじめ、申し出た場合は、休憩時間のほ 

かに、１日につき２回、それぞれ３０分の育児時間を与える。 

２ 前項の時間は、無給とする。 

 （介護時間） 

第13条の２ 要介護状態にある対象家族を介護する職員があらかじめ申し出た場合は、休憩時間の 

他に、連続する３月の期間で、１日につき２回、それぞれ３０分の介護時間を与える。 

２ 前項の対象家族とは、配偶者、父母、子及び配偶者の父母をいう。 

３ 介護時間は、無給とする。 

 （非常時の時間外及び休日労働） 

第14条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、労基法33条の 

手続きを経て、所定の勤務時間を延長し、又は所定の休日に勤務させることができる。 

 

第２節 事業所外勤務及び出張 

 （事業所外勤務及び出張） 

第15条 協会は、業務上の必要がある場合は、事業所外勤務又は出張勤務を命じることがある。 

２ 職員が協会の任務をおびて、所定労働時間の全部又は一部につき、事業所外又は出張で勤務する

場合は、あらかじめ、別段の指示をしない限り第９条に定める所定労働時間を勤務したものとみな

す。 

３ 前項の業務の遂行につき、必要とされる労働時間が第９条に定める所定労働時間を越えることが

通常の場合は、労使による協定を締結して、当該業務の遂行に通常必要とする労働時間を定める。 

４ 前項の規定により、勤務する職員は、当該協定により定めた労働時間を勤務したものとみなす。

５ 出張旅費に関する事項については、第４章の規定による。 

 

第３節 出勤，退出，遅刻，早退等 

 （出勤及び退出） 

第16条 職員は、始業時刻に仕事が開始できるように出勤し、終業時刻以降は特別の指示のない限り

遅滞なく退出しなければならない。 

 （遅刻及び早退） 

第17条 始業時刻後に出勤した者は遅刻、終業時刻前に退出したものは早退とし、賃金の支払につい

ては，第４章の規定による。 

 （遅刻、早退、外出等の手続） 

第18条 職員が、遅刻、早退、私用外出、その他不就労の場合は、所定の手続により事前に所属長 

（事務局職員、地区センタ－館長、コミュニティハウス・スクール館長及び菊名コミュニティハウ

ス館長については事務局長、地区センタ－副館長については地区センタ－館長、菊名コミュニティ

ハウス副館長については菊名コミュニティハウス館長。以下同じ。）の承認を得なければならない。

ただし、やむを得ない理由により事前に承認を得られなかった場合は、事後速やかに届け出て承認

を得なければならない。 
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  （欠勤手続） 

第19条 職員が、病気その他やむを得ない理由で欠勤するときは、その具体的事由と予定日数を、あ

らかじめ、所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、あらかじめ、届け出ることがで

きないときは、欠勤した日から３日以内に届け出て、承認を得なければならない。 

  （診断書の提出） 

第20条 職員が、私傷病により連続１０日以上欠勤するときは、医師の診断書を所属長に提出しなけ

ればならない。 

 （公民権の行使） 

第21条 職員が、勤務時間中に公民としての権利を行使し公の職務を執行するときは、事前に所属長

に届け出なければならない。 

２ 協会は、前項の権利の行使又は職務の執行に支障のない範囲において、その時刻を変更させるこ

とがある。 

 

第４節 休暇 

 （休暇の種類） 

第22条 協会の定める休暇の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 年次有給休暇 

  (2) 夏季有給休暇 

 (3)  病気有給休暇 

  (4) 特別有給休暇 

(5) 生理休暇 

(6) 介護休暇 

(7) その他協会が指定した休暇 

 （年次有給休暇） 

第23条 職員の年次有給休暇年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２ 年次有給休暇年度の初日に在職する者に２０日の年次有給休暇を与える。休暇の翌年度への繰越

加算は、２０日を限度としてこれを認める。 

３ 年度の途中で採用された者の年次有給休暇は、次のとおりとする。                         

 採用月  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10  11  12  １  ２  ３  

 休暇日数  18  17  16  15  13  12  10  ８  ７  ５  ３  １  

４ 年次有給休暇は、１日を単位として取得しなければならない。ただし、協会が必要と認めるとき

は、半日を単位として取得することができる。 

 （夏季有給休暇） 

第23条の２ 職員が６月１日から９月３０日までの間に勤務する場合は、１日を単位として２日の範

囲内で夏季有給休暇を与える。 

２ 年度の途中で採用されたものの夏季有給休暇は、次のとおりとする。                       

    採用日 6/1～7/30 8/1～9/30  

 休暇日数   ２日   １日  

３ 夏季有給休暇は、１日を単位として取得しなければならない。ただし、協会が必要と認めると 

きは、半日を単位として取得することができる。 
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 （病気有給休暇） 

第23条の３ 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない 

と認められる場合は、２０日の範囲で病気有給休暇を与える。 

２ 病気有給休暇は、１日を単位とする｡ 

３ 職員は、病気有給休暇を取得する場合には、事前に理由を添えて協会に届出なければならない。 

４ 前３項の届出には医師の診断書を添付しなければならない。ただし、３日以内の場合は、診断書

に代わるものでも承認することができる。 

（特別有給休暇） 

第24条 次の各号の一に該当する場合は，請求により連続した特別有給休暇を与える。ただし、生 

計を一にする姻族及び継父母のときは、血族に準ずるものとする。 

  (1) 配偶者又は血族の父母が死亡したとき。              ７日 

  (2) 血族の子が死亡したとき。                                        ５日 

  (3) 血族の祖父母又は兄弟姉妹が死亡したとき。                        ３日 

  (4) 姻族の父母が死亡したとき。                                      ３日 

  (5) 血族の孫，おじ又はおばが死亡したとき。                          １日 

  (6) 姻族の子，祖父母，兄弟姉妹，おじ又はおばが死亡したとき。        １日 

２ 職員が、服忌のため旅行をする場合は、前項の休暇日数に、往復に必要な日数を加算する。 

３ 服忌休暇が重複する場合は、重複する一方の休暇を減ずるものとする。 

 （生理休暇） 

第25条 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求したときは、必要日数の休暇を認める。 

 このうち２日を限度に有給とする。 

 （介護休暇） 

第25条の２ 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり、

常時介護を必要とする状態にある家族を介護する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合は、連続して６０日間の期間を限度として介護休暇を与える｡ 

２ 介護対象は配偶者（事実上の婚姻関係と同様にある者を含む）、父母（養父母を含む）、子（養

子を含む）、配偶者の父母（養父母を含む）及び職員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟

姉妹及び孫とする。 

３ 介護休暇は、１日を単位とし、連続した一まとまりの期間とする。 

４ 介護休暇は、特別の事情がない限り対象家族１人につき１回限りとする｡ 

５ 職員が、介護休暇を取得している期間については、賃金を支給しない｡ 

 

第４章 賃金 

 （賃金の締切日及び支払日） 

第26条 賃金は、毎月２５日に、その月の全額を支払う。 

２ 当日が休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、前項に定める支給日前の休日又は金融機関の

休業日でない日に順次繰り上げて支払う。 

 （非常時払） 

第27条 職員が，次の各号の一に該当し、その請求があった場合は、前条の規定にかかわらず、既往

の労働に対する賃金をその都度支払う。 
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  (1) 本人が死亡したとき。 

  (2) 本人が退職し，又は解雇されたとき。 

  (3) 本人又は妻の出産のための費用を要するとき。 

  (4) 本人又は家族の結婚、葬儀、天災その他災厄若しくは傷病のための費用を要するとき。 

  (5) 本人がやむを得ない事由により一週間以上帰郷するとき。 

  (6) その他、協会がやむを得ないと認めたとき。 

 （賃金の支払及び控除） 

第28条 賃金は、その全額を通貨で直接職員にその内訳を示して支払う。ただし、法令に定められ 

たものなどは控除する。また、賃金は本人の申出により預金口座振込により支払うことができる。 

  （日割計算の日数） 

第29条 この規定で定める日割計算の場合の日数は、年間の月平均労働日数をもってする。 

 （平均賃金） 

第30条 この規定及び他の規則で用いる平均賃金の算出方法は、労基法第１２条に定めるところに 

よる。 

 （賃金控除） 

第31条 賃金の一部を控除する場合は、第３３条に定める基本給を日割又は時間割計算でこれを控 

除して行う。 

 （端数計算） 

第32条 賃金の支給に際し、その集計の結果に１円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切 

り捨てる。 

 （賃金の分類） 

第33条 賃金を次のとおり分類する。 

 (1) 基本給 

 (2) 通勤手当 

 （基本給の対象となる労働） 

第34条 基本給は，１ヶ月（暦月）の就業に対して支給する。 

 （退職又は死亡した月の基本給） 

第35条 職員が退職又は死亡した場合は、その月分の基本給は辞令日（又は死亡当日）までを日割 

計算して支給する。ただし、欠勤のため基本給を支給しないときを除く。 

 （基本給の額） 

第36条 基本給の額は、採用時に相手方との合意により決定する。また、契約更新の場合も同じと 

する。 

 （欠勤した場合の計算） 

第37条 職員が欠勤した場合は、基本給を日割計算した日額に欠勤日数を乗じた額を控除して支給 

する。 

 （遅刻，早退，私用外出等の場合の計算） 

第38条 所定労働時間の一部を休業した場合は、その時間に対する賃金は支給しない。ただし、本 

規定で別に定めるときはその規定による。 

２ 控除のための計算単位は、３０分をもって１単位とする。 

 （月度の中途の採用及び休復職の取扱い） 
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第39条 職員が、月度の中途より採用又は休復職した場合は、基本給計算上、採用又は復職前及び 

休職後の所定労働日を欠勤したものと見なし、第３８条に準じて取り扱う。 

 （通勤手当） 

第40条 通勤手当は、通勤に要する交通費実費の勤務日数分、回数券購入金額、１ヶ月の定期券購 

入金額のうち、最も低廉な額を支給するものとする。 

 （賞与） 

第41条 賞与の支給率、支給基準日については、その都度決定する。 

 （旅費） 

第42条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。た 

だし、業務の都合又は天災その他やむを得ない事由でこれによって旅行し難いときには、その現 

によった経路及び方法によって計算する。 

 

第５章 服務規律 

 （服務の原則） 

第43条 職員は、この規則のほか、協会の規則及び業務上の命令を遵守し、風紀、秩序の維持及び 

能率の向上に務め、お互いに人格を尊重、並びに誠実に勤務しなければならない。 

 （遵守事項） 

第44条 職員は、勤務に当たり次の事項を守らなければならない。 

 (1) 自己の職務は、正確かつ迅速に処理し、常にその効率化を図ること。 

  (2) 業務の遂行に当たっては、協会の方針を尊重し、常に、同僚と互いに助け合い円滑な運営 

   を期すること。 

  (3) 消耗品は常に節約し、備品及び帳票類は丁寧に取り扱い、その保管には十分注意すること。 

  (4) 不正不義の行為により、協会の信用を傷つけ、又は協会全体の不名誉となるような行為を 

  しないこと。 

  (5) 協会の施設、事務機器などをみだりに使用したり、許可なく私用に用いないこと。 

  (6) 協会の許可なく自家用車で通勤し、又は業務に用いないこと。 

  (7) 勤務時間中は、定められた業務に専念し、みだりに職場を離れ、又は他の者の業務を妨げ 

  ないこと。 

  (8) 協会の許可なく施設内など敷地内で宗教活動、政治活動など業務に関係のない活動を行わ 

  ないこと。 

  (9) 協会の許可なく施設内など敷地内で、業務に関係のない集会、文書掲示又は配付、放送な 

  どの行為をしないこと。 

  (10) その他協会が定める諸規則、協会の通達及び通知事項を守ること。 

（人権侵害及びセクシャルハラスメントの防止） 

第44条の２ 職員は人権侵害及び性差別としてのセクシャルハラスメントをいかなる形でも行って

はならず、これの防止に努めなければならない。 

２ 前項の防止を達成するため、健全なる職場環境の保持に努めなければならない。 

３ その他職員のセクシャルハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める港北区区民利

用施設協会セクシャルハラスメントの防止等に関する規程（平成２０年３月１９日制定）による。 
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 （人事異動） 

第45条 協会は、職員に対して、職場又は職務の変更その他人事上の異動を命ずることがある。 

 （雇用期間） 

第46条 職員の雇用期間は、採用日から当該年度の末日までとする。ただし、５年度を限度として 

更新を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず６５歳に達した場合には、次年度以降の更新は行わないものとする。 

（雇用更新期間の延長） 

第47条 前条の規定にかかわらず、理事会が認めた場合に限り、後任者が選任されるまで２年度を 

限度として雇用更新期間を延長することができる。 

 （退職） 

第48条 職員が、次の各号の一に該当する場合は退職とする。 

 (1) 退職を願い出て、承認されたとき。 

  (2) 死亡したとき。 

 （解雇） 

第49条 職員が、次の各号の一に該当する場合は解雇する。 

  (1) 勤務成績が不良で職員としての適格性を欠くとき。 

  (2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。 

  (3) 業務の都合により廃職又は過員を生じたとき。 

  (4) 協会運営上著しく不適当とみられる事実があるとき。 

  (5) 法令又は協会諸規定に違反したとき。 

 

第６章 研修 

 （研修） 

第50条 協会は、協会の業務に関する職員の知識、技能などの向上を図るために必要な研修を行う。 

２ 職員は、協会の行う研修を進んで受けなければならない。 

 

第７章 安全及び衛生 

 （安全の確保） 

第51条 協会は安全確保及び災害防止に努めるものとする。 

 （安全の心得） 

第52条 職員は、安全担当者その他の関係者の指示に従い、安全維持及び災害の防止に努めなけれ 

ばならない。 

 （衛生の確保） 

第53条 協会は、職員の保健衛生に関する事項につき注意を払い、職員の健康の維持増進を図るこ 

とに努めるものとする。 

 （衛生の心得） 

第54条 職員は、常に衛生担当者その他の関係者の指示に従い、保健及び衛生に関する事項を守り、

 健康維持増進に努めなければならない。 

 （健康診断） 

第55条 協会は、次の健康診断を実施する。 
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 (1) 定期健康診断 

     年１回定期的に実施する。 

  (2) 臨時健康診断 

     伝染病が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は特に必要と認められたときは、臨

時に健康診断を行うことがある。 

 （健康診断の結果処理） 

第56条 協会は、健康診断の結果に基づき、就業の場所又は業務の転換、勤務時間の短縮、その他職

員の健康維持に必要な措置を命ずることがある。この場合、職員はこれに従わなければならない。 

 

附 則 

 （経過措置） 

１ この規則の施行前に従前の運営委員会に雇用され、引き続き協会に雇用された職員については、

 運営委員会の雇用期間を第４６条に規定する雇用期間限度に通算する。 

 （制定、改廃） 

２ この規則の制定、改廃は理事会の決議による。 

 （統合廃止） 

３ この規則の施行日から、従来の港北区区民利用施設協会就業規則‐協会事務局職員、地区センタ

ー館長、地区センター指導員用（平成７年３月２２日施行）及び港北区区民利用施設協会就業規則

‐コミュニティハウス・スクール館長用（平成７年４月１日施行）は、廃止する｡   

 

 （規則の実施） 

４ この規則は、平成８年１１月１３日から施行する。 

５ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

６ この規則は、平成９年６月１日から施行する。 

７ この規則は、平成１１年６月１日から施行する。 

８ この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

９ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

10 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

11 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

12 この規則は平成２０年３月２７日から施行する。ただし、第44条の２の規定については平成２０ 

年３月２０日から施行する。 
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港北区区民利用施設協会就業規則 

時給職員用 

                           制  定 平成８年４月１日 

                             最近改正 平成２０年３月１９日 

  

－地区センタ－コミュニティスタッフ、地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当、コミュニティ

ハウス・スクールスタッフ、菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ、菊名コミュニティハウ

スコミュニティスタッフ作業担当、師岡コミュニティハウスコミュニティスタッフ、ログハウススタ

ッフ用－ 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規則は、港北区区民利用施設協会（以下「協会」という。）と職員が相互信頼の上に立

ち、秩序を維持し業務の円滑な運営を図り、もって協会の発展並びに職員の地位及び労働条件の向

上を図ることを目的として定める。協会及び職員は、この規則を遵守し、ともに協力して協会の社

会的使命を達成することに努めなければならない。 

２ 職員の労働条件、就業などに関する事項は、この規則及び関係諸規定のほか、労働基準法（以下

「労基法」という。）その他法令の定めるところによる。 

 （適用の範囲） 

第２条 この規則は、次の職員に適用する。その他の職員については別に定めるところによる。 

 (1)  地区センタ－コミュニティスタッフ 

 (2)  地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当 

  (3)  コミュニティハウス・スクールスタッフ 

  (4)  菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ 

 (5)  菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ作業担当 

 (6) 師岡コミュニティハウスコミュニティスタッフ 

  (7)  ログハウススタッフ 

  （規則遵守の義務） 

第３条 協会は、この規則に基づく労働条件により職員を就業させる義務を負い、職員の国籍、信条、

性別、社会的身分を理由として、不合理な差別的取扱いをしてはならない。 

２ 職員は、勤務に際しては職務上の責任を自覚し、誠実にこれを遂行しなければならない。 

 

第２章 採用 

 （採用） 

第４条 職員は理事会が選考し、会長が任命する。 

２ 前項の選考は、職務を遂行するために必要な能力、適性などを判定して行う。 

３ 協会が管理する区民利用施設の運営委員会は、当該施設の職員を採用する場合には、採用すべき

職員を推薦することができる。 

 （選考時の提出書類） 
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第５条 協会に採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

 (1) 自筆の履歴書 

  (2) 写真（３ヶ月以内に撮影したもの） 

 （採用時の提出書類） 

第６条 新たに採用された者は、協会の指定する日時までに、次の書類を提出しなければならない。 

 ただし、選考の際、既に提出してあるものはこの限りではない。 

 (1) 誓約書 

  (2) 通勤の方法 

  (3) その他協会が必要とする書類 

 （労働条件の明示） 

第７条 協会は、新たに採用した職員に対し、雇入通知書を交付することにより、労働時間、賃金な

 どにかかわる諸労働条件を明示する。 

 （記載事項の変更届） 

第８条 職員は、第６条の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに文書をもっ

て届けなければならない。 

 

第３章 勤務 

第１節 勤務時間、休憩時間及び休日 

（勤務時間） 

第９条 職員の所定労働時間は次のとおりとする。 

 (1) 所定労働時間 

  ア 地区センタ－コミュニティスタッフ              １日４時間，隔週勤務 

  イ 地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当        １日３時間、隔週勤務 

  ウ コミュニティハウス・スクールスタッフ 

及び師岡コミュニティハウスコミュニティスタッフ        １日４時間、１週５日以内勤務 

   

エ 菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ   １日４時間、隔週勤務 

  オ 菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ作業担当 

                            １日３時間、隔週勤務 

  カ ログハウススタッフ                              １日４時間１５分以内、 

１週３日以内勤務 

 

  (2) 始業及び終業時間 

  ア 地区センタ－コミュニティスタッフ     

 時間帯 始業・終業時刻  

 Ａ 時間帯 午前９時 ・ 午後１時  

 Ｂ 時間帯 午後１時 ・ 午後５時  

 Ｃ 時間帯 午後５時 ・ 午後９時  
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  イ 地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当                                         

 曜日 始業・終業時刻  

 月曜日から 午前８時30分・  

 日曜日まで 午前11時30分  

   

ウ コミュニティハウス・スクールスタッフ                                                

 勤務日数 勤務形態 始業・終業時刻  

 週５日 早番 午前９時・午後１時  

  遅番 午後５時・午後９時  

  エ 菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ及び師岡コミュニティハウスコミュニティス

タッフ                                     

 時間帯 始業・終業時刻  

 Ａ 時間帯 午前９時 ・ 午後１時  

 Ｂ 時間帯 午後１時 ・ 午後５時  

 Ｃ 時間帯 午後５時 ・ 午後９時  

  オ 菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ作業担当                               

 曜日 始業・終業時刻  

 月曜日から 午前８時３０分・  

 日曜日まで 午前１１時３０分  

 

  カ ログハウススタッフ                                                               

 時間帯（夏季） 始業・終業時刻（４月から９月）  

 Ａ 時間帯 午前９時 ・ 午後１時１５分  

 Ｂ 時間帯 午後１時１５分・午後５時３０分  

 

 時間帯（冬季） 始業・終業時刻（10月から３月）  

 Ｃ 時間帯 午前９時 ・ 午後１２時４５分  

 Ｄ 時間帯 午後１２時４５分・午後４時３０分  

（休日） 

第10条 休日は、次のとおりとする。 

  (1) 地区センタ－コミュニティスタッフ、及び同作業担当 

  ア 協会があらかじめ定める週または、勤務不要日 

  イ １２月２８、２９、３０、３１日、１月１、２、３、４日 

  ウ その他協会が休日と定めた日 

  (2) コミュニティハウス・スクールスタッフ及び師岡コミュニティハウスコミュニティスタッフ 

  ア 協会があらかじめ定める１週につき２日の日 

  イ １２月２９、３０、３１日、１月１、２、３日 
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  ウ その他協会が休日と定めた日 

 (3) 菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ及び同作業担当 

  ア 協会があらかじめ定める週または、勤務不要日 

  イ １２月２９、３０、３１日、１月１、２、３日 

  ウ その他協会が休日と定めた日 

  (4) ログハウススタッフ 

  ア 協会があらかじめ定める日 

  イ １２月２９、３０、３１日、１月１、２、３日 

  ウ その他協会が休日と定めた日 

 （休日の振替） 

第11条 協会は、業務の都合その他必要あるときは、前条の休日を他の日に振り替えることがある。 

２ 休日を振り替える場合は、原則として１週間以内の特定日を振替休日として指定する。ただし、

 休日は、４週間を通じ４日を下回ることはない。 

 （非常時の時間外及び休日労働） 

第12条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、労基法33条 

の手続きを経て、所定の勤務時間を延長し、又は所定の休日に勤務させることができる。 

 

第２節 出勤，退出，遅刻，早退等 

 （出勤及び退出） 

第13条 職員は、始業時刻に仕事が開始できるように出勤し、終業時刻以降は特別の指示のない限り

遅滞なく退出しなければならない。 

 （遅刻及び早退） 

第14条 始業時刻後に出勤した者は遅刻、終業時刻前に退出したものは早退とし、賃金の支払につい

ては、第４章の規定による。 

 （遅刻、早退、外出等の手続） 

第15条 職員が、遅刻、早退、私用外出、その他不就労の場合は、所定の手続により事前に所属長（地

区センタ－コミュニティスタッフ、及び地区センタ－コミュニティスタッフ作業担当については地

区センタ－館長。コミュニティハウス・スクールスタッフ、菊名コミュニティハウスコミュニティ

スタッフ及び菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ作業担当についてはコミュニティハ

ウス館長、ログハウススタッフについては協会事務局長。以下同じ）の承認を得なければならない。

ただし、やむを得ない理由により事前に承認を得られなかった場合は、事後速やかに届け出て承認

を得なければならない。 

  （欠勤手続） 

第16条 職員が、病気その他やむを得ない理由で欠勤するときは、その具体的事由と予定日数を、あ

らかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができな

いときは、欠勤した日から３日以内に届け出て、承認を得なければならない。 

  （診断書の提出） 

第17条 職員が、私傷病により連続１０日以上欠勤するときは、医師の診断書を所属長に提出しなけ

ればならない。 
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第３節 休暇 

 （休暇の種類） 

第18条 協会の定める休暇の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 年次有給休暇 

  (2) その他協会が指定した休暇 

 （年次有給休暇） 

第19条 職員の年次有給休暇年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２ 年次有給休暇年度の初日に在職する者に次の表により年次有給休暇を与える。               

  週所定 １年間の所定      雇用更新年数  

  労働日数   労働日数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目  

 ５日以上   217日以上   10日   11日   12日   14日   16日  

 ４日   169～216日   ７日   ８日   ９日   10日   12日  

 ３日   121～168日   ５日   ６日   ６日   ８日   ９日  

 ２日    73～120日   ３日   ４日   ４日   ５日   ６日  

 １日    48～ 72日   １日   ２日   ２日   ２日   ３日  

３ 年度の途中で採用された者の年次有給休暇は、前項の表により計算する。 

４ 年次有給休暇は、１日を単位として取得しなければならない。 

５ 休暇の翌年度への繰越加算はできない。 

 

第４章 賃金 

 （賃金の締切日及び支払日） 

第20条 賃金は毎月末日に締めきり、翌月１５日に前月分の全額を支払う。 

２ 当日が休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、前項に定める支給日前の休日又は金融機関の

休業日でない日に順次繰り上げて支払う。 

 （非常時払） 

第21条 職員が、次の各号の一に該当し、その請求があった場合は、前条の規定にかかわらず、既往

の労働に対する賃金をその都度支払う。 

  (1) 本人が死亡したとき。 

  (2) 本人が退職し、又は解雇されたとき。 

  (3) 本人又は妻の出産のための費用を要するとき。 

  (4) 本人又は家族の結婚、葬儀、天災その他災厄若しくは傷病のための費用を要するとき。 

  (5) 本人がやむを得ない事由により一週間以上帰郷するとき。 

  (6) その他、協会がやむを得ないと認めたとき。 

 （賃金の支払及び控除） 

第22条 賃金は、その全額を通貨で直接職員にその内訳を示して支払う。ただし、法令に定められた

ものなどは控除する。また、賃金は労基法の手続きを経て、本人の申出により預金口座振込により

支払うことができる。 

 （平均賃金） 

第23条 この規定及び他の規則で用いる平均賃金の算出方法は、労基法第１２条に定めるところによ
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る。 

 （賃金控除） 

第24条 賃金の一部を控除する場合においては、時間割計算でこれを控除して行う。 

 （端数計算） 

第25条 賃金の支給に際し、その集計の結果に１円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り

捨てる。 

 （賃金の分類） 

第26条 賃金を次のとおり分類する。 

 (1) 時間給 

 (2) 通勤手当 

 （時間給の額） 

第27条 時間給の額は、採用時に相手方との合意により決定する。 

 （通勤手当） 

第28条 通勤手当は、９,４５０円を上限として、通勤に要する実費相当額を支給するものとする。 

 

第５章 服務規律 

 （服務の原則） 

第29条 職員は，この規則のほか、協会の規則及び業務上の命令を遵守し、風紀，秩序の維持及び能

率の向上に務め、お互いに人格を尊重し、並びに誠実に勤務しなければならない。 

 （遵守事項） 

第30条 職員は、勤務に当たり次の事項を守らなければならない。 

 (1) 自己の職務は、正確かつ迅速に処理し、常にその効率化を図ること。 

  (2) 業務の遂行に当たっては、協会の方針を尊重し、常に、同僚と互いに助け合い円滑な運営 

   を期すること。 

  (3) 消耗品は常に節約し、備品及び帳票類は丁寧に取り扱い、その保管には十分注意すること。 

  (4) 不正不義の行為により、協会の信用を傷つけ、又は協会全体の不名誉となるような行為を 

   しないこと。 

  (5) 協会の施設、事務機器などをみだりに使用したり、許可なく私用に用いないこと。 

  (6) 協会の許可なく自家用車で通勤し、又は業務に用いないこと。 

  (7) 勤務時間中は、定められた業務に専念し、みだりに職場を離れ、又は他の者の業務を妨げ 

   ないこと。 

  (8) 協会の許可なく、施設内など敷地内で宗教活動、政治活動など業務に関係のない活動を行わ

   ないこと。 

  (9) 協会の許可なく、施設内など敷地内で、業務に関係のない集会、文書掲示又は配付、放送な

   どの行為をしないこと。 

  (10) その他協会が定める諸規則、協会の通達及び通知事項を守ること。 

（人権侵害及びセクシャルハラスメントの防止） 

第30条の２ 職員は人権侵害及び性差別としてのセクシャルハラスメントをいかなる形でも行って

はならず、これの防止に努めなければならない。 

２ 前項の防止を達成するため、健全なる職場環境の保持に努めなければならない。 
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３ その他職員のセクシャルハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める港北区区民利

用施設協会セクシャルハラスメントの防止等に関する規程（平成２０年３月１９日制定）による。 

 

 （雇用期間） 

第31条 職員の雇用期間は、採用日から当該年度の末日までとする。ただし、地区センタ－コミュニ

ティスタッフ作業担当、及び菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ作業担当は、５年度を

限度として、また、地区センタ－コミュニティスタッフ（作業担当を除く）、コミュニティハウス・

スクールスタッフ、菊名コミュニティハウスコミュニティスタッフ及びログハウススタッフは、２

年度を限度として更新を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず地区センター及び菊名コミュニティハウスのコミュニティスタッフ作

業担当は７０歳、地区センター及び菊名コミュニティハウスのＣ時間帯（午後５時から午後９時） 

勤務のコミュニティスタッフ及びコミュニティハウス・スクールスタッフは６８歳、その他のスタ

ッフは６５歳の各年齢に達した場合には、次年度以降の更新は行わないものとする。 

３ 事情やむをえない場合に限り、理事会の承認により更新できる。 

  

（退職） 

第32条 職員が、次の各号の一に該当する場合は退職とする。 

 (1) 退職を願い出て、承認されたとき。 

  (2) 死亡したとき。 

 （解雇） 

第33条 職員が次の各号の一に該当する場合は解雇する。 

  (1) 勤務成績が不良で職員としての適格性を欠くとき。 

  (2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。 

  (3) 業務の都合により廃職又は過員を生じたとき。 

  (4) 協会運営上著しく不適当とみられる事実があるとき。 

  (5) 法令又は協会諸規定に違反したとき。 

 

第６章 研修 

 （研修） 

第34条 協会は、協会の業務に関する職員の知識、技能などの向上を図るために必要な研修を行う。 

２ 職員は、協会の行う研修を進んで受けなければならない。 

 

第７章 安全及び衛生 

 （安全の確保） 

第35条 協会は安全確保及び災害防止に努めるものとする。 

 （安全の心得） 

第36条 職員は、安全担当者その他の関係者の指示に従い、安全維持及び災害の防止に努めなければ

ならない。 

 （衛生の確保） 

第37条 協会は、職員の保健衛生に関する事項につき注意を払い、職員の健康の維持増進を図ること
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に努めるものとする。 

 （衛生の心得） 

第38条 職員は、常に衛生担当者その他の関係者の指示に従い、保健及び衛生に関する事項を守り、

 健康維持増進に努めなければならない。 

  

 

 

   附 則 

 （制定，改廃） 

１ この規則の制定及び改廃は理事会の決議による。 

 （規則の実施） 

２ この規則は、平成８年４月１日より施行する。 

３ この規則は、平成９年６月1日より施行する。 

４ この規則は、平成10年６月１日より施行する。但し、第１9条及び第２５条の改正部分について

は、平成９年９月１日から実施する。 

５ この規則は、平成１１年４月１日より施行する。 

６ この規則は、平成１３年４月１日より施行する。 

７ この規則は、平成１４年４月１日より施行する。 

８ この規則は、平成１６年４月１日より施行する。 

９ この規則は、平成１８年４月１日より施行する。 

10 この規則は平成２０年３月２７日から施行する。ただし、第30条の２の規定については平成２０

年３月２０日から施行する。 
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平成 20 年度 職員研修実施実績 
施設名：師岡コミュニティハウス            

実施年月日 テーマ 研修対象 
参加人

数 

平成２０年６月９日 
（菊名地区センター） 

事務局主催 
接遇応対基本研修 

平成 20 年度採用全スタッフ ８名 

平成２０年９月１０日 
（菊名地区センター） 

事務局主催 
人権研修研修 

館長会 1 名 

平成２１年３月４日 
（菊名地区センター） 

事務局主催 
新採用職員全体研修 

平成 2１年度採用 
夜間担当スタッフ 

1 名 

平成２１年３月９日 
（師岡コミュニティハウス） 

新採用職員実地研修 
（第１回目） 

平成 2１年度採用 
夜間担当スタッフ 

１名 

平成２１年３月１１日 
（師岡コミュニティハウス） 

新採用職員実地研修 
（第２回目） 

平成 2１年度採用 
夜間担当スタッフ 

１名 

平成２１年３月１３日 
（師岡コミュニティハウス） 

新採用職員実地研修 
（第３回目） 

平成 2１年度採用 
夜間担当スタッフ 

１名 

平成２１年３月１７日 
（師岡コミュニティハウス） 

新採用職員実地研修 
（第４回目） 

平成 2１年度採用 
夜間担当スタッフ 

１名 

平成２１年３月２６日 
（トレッサ横浜会議室） 

トレッサ横浜 
新採用職員研修 

平成 2１年度採用 
夜間担当スタッフ 

１名 
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